
・ 活性炭入りですが、防毒マスクではありません。労働安全衛生法規則(有機則、特化則など)に防毒マスクの使

　用の規定がある場合は使用しないでください。

型式名称：T３７A－DS２KA

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場においては、算出された要求防護係数が10以上の場合は使用
できません。使用範囲の詳細については、厚生労働省基発第0525第3号（令和5年5月25日）「防じんマスク、
防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」に従ってください。


